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災害等における生徒の安全確保について（お知らせ） 

 
【警報発令時の対応について】 

 
陽春の候 保護者の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 
平素より，本校の教育には格別のご理解とご協力を賜わり厚くお礼申し上げます。 
さて，近年では，時期を問わず大雨等の警報が発令されることが多くなりました。 
つきましては，生徒の安全を確保するため，生徒の登校時刻と警報が重なった場合は 下

記のような対応をお願いいたします。 
 
記  

 登校時前に警報が出ている場合  
 

     午前７時の時点で「大雨」「洪水」「暴風」警報の 

     いずれか１つでも発表されている場合 

 

 

 

 自  宅  待  機  

 

 

 午前１０時までに警報が解除された場合は 
 ３校時の授業から開始しますので， 
 １０時３５分までに登校させてください。 

  １０時までに解除されな 
 かった場合は臨時休校と 
 いたします。 

 

 
   ＊ 臨時休校の場合，給食は食べなくても全額負担になりますのでご了承下さい。       

 登校後警報が出た場合  
  

   生徒の登校後に，警報が発令された場合，安全確保のため学校に待機させたり 
   状況を判断し必要に応じて下校させます。 

 

 
   ＊通学路などに危険な箇所や状況がありましたら早急に学校までご連絡ください。 
                                          （五日市南中学校 ９２３－５６０１） 



【大きな地震が発生した場合の学校の対応について】 
 

地震災害につきましては、地震による影響を全ての学校で共通認識し、広島市立幼稚園、
学校の全幼児児童生徒の安全を確保すること、また、広範囲な災害に対する学校対応を共
通化することにより、保護者が理解しやすい体制を整えることを目的に、一定震度以上の
地震が発生した際に、下記の通り、広島市立学校で共通した対応をとることといたしまし
た。 
一定震度以上の地震が発生した際には、幼児児童生徒の安全を確保するため、御協力を

よろしくお願いします。 
 

記 
１ 震度基準 

広島市において「震度５弱」以上の地震が発生した場合は、全ての幼稚園、小・中・ 
高等学校において、２及び３の対応とする。 

※気象庁の発表は最も細かい場合、「区ごと」となるが、保護者の帰宅やライ
フライン等は区を超えて影響があると考えられるため、市内の一つの区でも
「震度５弱」と出れば、市立全校園で同じ対応とする。 

 
２ 臨時休校について  

○17時から24時までに発生した場合には、翌日を一斉臨時休校とする。  
 

○0時から8時30分までに発生した場合は、当日を一斉臨時休校とする。  
 
３ 幼児児童生徒の下校について 

「登校中に地震が発生し学校に登校した場合」、「在校中に発生した場合」、「下校
中に地震が発生し学校に戻ってきた場合」は、保護者が引き取りに来るまで、幼児児童
生徒を学校園等所定の避難場所に待機させる。引き取り開始時刻は、各学校園で定める。 

 
※３につきまして広島市立学校では上記のようになっておりますが、本校では下記のよう
に対応したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 
 登校中に地震が発生した場合  
   速やかに帰宅しますが、すでに学校に登校している場合や学校付近まで来ている場合

は登校し、保護者の引き取りを待ちます。 
 
 在校中に地震が発生した場合  
   原則、直ちに授業を打ち切り、保護者が学校に引き取りに来るまで、生徒を学校で預

かります。保護者は大きな揺れがおさまりましたらお子様を学校に迎えに来ていただき、
生徒の引き取りをお願いします。なお、引き取りは生徒本人の保護者とさせていただき
ます。 

 
 下校中に地震が発生した場合  
   速やかに帰宅しますがまだ学校付近にいる場合は再登校し、保護者の引き取りを待ち

ます。いずれの場合もメール配信、ホームページで生徒の状況や引き取りの依頼を連絡
します。仮に、震度５弱以上で連絡網も寸断され保護者へ連絡が取れない場合は、迎え
に来られるまで学校で待機させますので、お迎えをお願いします。 

 


